
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 常磐会短期大学 

設置者名 学校法人 常磐会学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 幼児教育科 
夜 ・

通信 
 29 70 99 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
ホームページにて公表 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/aboutus/publish/educational/ichiran.pdf 
 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/aboutus/publish/educational/ichiran.pdf?2021062301


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 常磐会短期大学 

設置者名 学校法人常磐会学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページにおいて、役員名簿を公表 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/yakuinmeibo.pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 大阪市立幼稚園 園長 
2020.10.1 ～

2023.9.30 

法令及び寄附行為に

規定する職務、及び

法人内部の事務統括 

非常勤 
一般財団法人常磐会 

理事長 

2022.5.21～ 
※職を退いた

ときに理事の

職を失う 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 現職なし 
2020.10.1 ～

2023.9.30 

非常勤 現職なし 
2020.10.1 ～

2023.9.30 

非常勤 
一般財団法人常磐会 

副理事長 

2020.10.1 ～

2023.9.30 

（備考） 

 

  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/yakuinmeibo.pdf?202206


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 常磐会短期大学 

設置者名 学校法人 常磐会学園 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 
【シラバスの作成過程】 
○本学のシラバスは、全科目において共通して下記の項目を記載しており、近年の教学
改革において公表が求められている項目を網羅している。 
授業科目名、科目番号、単位数、担当教員名、担当形態、科目区分（卒業・幼稚園教
諭二種免許状・保育士資格の各カリキュラムにおける区分）、施行規則に定める科目区
分又は事項等、年次、授業形態、（卒業・幼稚園教諭二種免許状・保育士資格における）
必修・選択必修・選択の別、アクティブラーニングの有無、対応する主なディプロマ
ポリシー番号、授業概要、到達目標、担当教員の実務経験と授業の関連（該当科目の
み）、準備学習、教科書、参考書／資料、評価方法、授業計画…回数・テーマ・学習内
容・学習課題（予習／復習）の内容と時間・定期試験実施の有無。 

○本学シラバスの作成過程は、下記の流れで実施している。 
①前年度 12 月：次年度の科目担当教員へ書面およびデータを配付して作成依頼。 
配付書面（データ）は次の通りである。 
１）「授業概要作成要領」 

項目毎の記入方法の詳細説明、ディプロマ・ポリシー、本学学生の現状と保育者
養成校に求められる課題について、シラバス作成・授業展開にあたってご検討い
ただきたいこと等を含む。 

２）別添「教科目の教授内容」 
当該科目の免許・資格に関わる位置づけに基づき、教職課程コアカリキュラムお
よび保育士養成課程で示された教授内容を記載。 

３）「ポータルサイトで内容を入力」 
シラバスの作成にあたって、教職課程に関わる科目については、教職課程コアカ
リキュラムの内容と本学のディプロマ・ポリシーを踏まえた作成を、保育士資格
関連科目については、保育士養成課程に示された内容を踏まえた作成を依頼して
いる。また、「到達目標」の記述は、学習者の視点から、○○について「理解す
る」「説明できる」「論理的に述べることができる」「類別できる」「指摘できる」
「関心を持つ」「主体的に考えることができる」など、行動目標を中心として記
述するよう求めている。 

②前年度 1 月：次年度の科目担当教員がポータルサイトでシラバス内容をチェック。
教務部教員の分担と教学課職員により、全てのシラバス内容が作成要領に従って作
成されているかをチェックする。必要があれば科目担当教員へ修正を依頼する。 

③前年度 3月：完成した全科目のシラバスをポータルサイトにて公開。 
 
【授業計画の作成・公表時期】 
○本学シラバスの作成・公表の時期は下記の通りである。 
作成時期:前年度 12月（作成依頼）～3 月（ポータルサイトで公表） 
公表時期:専任教員・兼任教員…前年度 3 月下旬 

新入生（1回生）…当該年度 4月 
在学生（新 2・3回生）…前年度 3 月下旬 

学外向けウエブサイト…当該年度 4 月 

授業計画書の公表方法 https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/syllabus/ 

 

https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/syllabus/


  

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

○本学の単位授与又は履修認定の実施は、下記の規程・手続きにより実施している。 

①「学則」（第 3 章 教育課程及び履修方法、第 4章 課程修了の認定、第 4章の２ 教育

職員免許状等授与の所要資格）における規程（『学生便覧』掲載）。 

②「学務規程」（第 1 章 授業科目の履修、第 2 章 試験（評価）、第 3 章 追試験、第 4

章 再試験、第 5章 再履修）における規程（『学生便覧』掲載） 

③シラバスに記載の「到達目標」「評価方法」「定期試験実施の有無」における科目毎の

成績評価方法・基準の設定（ポータルサイト・HP 掲載）。 

○本学の成績評価の方法・基準は下記の通りである。 

・方法（各方法について、評価割合をパーセンテージであらかじめ示している。） 

定期試験 各学期末の定められた期間に行われる筆記試験。試験時間50分で実施。 

小テスト 授業内で実施される比較的短時間（30分以内）のテスト。 

課題 

授業外あるいは授業内でレポートや作品等を作成し提出させる。「課題（レポー

ト）」「課題（作品提出）」など方法が具体的に示されるように表記。（レポート・

作品・ノート・ワークシート・ファイル等） 

発表 学生が取り組んだ学習内容を授業内で発表すること。 

平常点 
受講態度やグループワークの参加状況等の諸点についての評価。ただし、出席に

ついては評価の対象とはならない。 

・基準（上記の方法で確認した学修成果に基づき、下記の基準で評価している。） 

秀（Ｓ） 

評価点90点～100点。同一期間に自身が担当している同一科目の全受講者のうち、

上位10％以内の範囲で与えることができる。複数の授業担当者で分担して同一科

目を担当している場合は、担当者間で協議することを勧奨。追試験・再試験での合

格者には与えることができない。 

優（Ａ） 
評価点80点～89点。追試験での合格者に与えることができる最高評価点は80点。

再試験での合格者には与えることができない。 

良（Ｂ） 評価点70～79点。再試験での合格者には与えることができない。 

可（Ｃ） 評価点60～69点。再試験での合格者に与えることができる最高評価点は60点。 

合（Ｇ） 基礎演習・実習関連科目での合格者に与えられる。 

不可 

（Ｄ・Ｆ） 

評価点0～59点。学務規程第４章に定める基準に則って、再試験を実施する科目で

は所定の手続きを経て再試験を受験することができる。 

定期試験を

欠席（Ｅ） 

学務規程第３章、第４章に定める基準に則って、所定の手続を経て条件を満たす

場合は追試験、又は再試験を実施する科目では再試験を受験することができる。 

※再試験の受験可能科目数は、１回生は学期につき５科目までに制限している。 

※成績評価は学生には評語で示されるが、担当教員は必ず評価点で提出し、学生

から問い合わせがあった場合、評価の根拠を説明できるよう求めている。 

○学修意欲を促進し、自己の学修成果を確認できるように下記の取組を実施している。 
履修カルテ 学期毎に「学期をとおしての目標設定」「授業以外の学外実習・ボランティア経

験等の状況」「（履修する全科目について）科目ごとの目標と振返り・自己評

価」を記入し、専任教員が確認、コメント記入して返却している。 

カリキュラ

ム・マップ 

本学のカリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラム・マップを配付し、学生が

自身の科目ごとの成績で色分けして塗ることで、自己の到達度や得意・不得意分

野などを確認できるようにしている。 

個人面談及

び四者面談 

学期毎の成績でGPAの値が下位の一定の割合の学生に対し、執行部教員（必要に

応じてクラス担任およびチューター（クラス担任に準ずる教員））が個人面談

や、保護者等同席の三者面談を実施している。 

学長表彰 卒業時に在学中の成績で、上位の一定数の学生に対し、学長表彰を行い卒業式に

おいて授与している。 
 

 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 
○GPAの設定 

本学においては、学生の成績評価の客観的な指標として GPAを設定し、学内規程を整備している。
GPAの公表によって、学生個人が自分の成績が学年でどのあたりの分布に属するかを確認し、今後
の学習活動に活かしている。GPAが学年全体の下位 4分の 1に位置する場合、各種奨学金や高等教
育の修学支援新制度の対象から外れる可能性がある旨を周知し、改善への努力を指導している。 

 

成績評価と各評価に対応する GPを、次のとおり定めている。 

素点 評語 GP 

100点～90点 秀 4 

89点～80点 優 3 

79点～70点 良 2 

69点～60点 可 1 

59点～ 不可 0 

※ただしこの算出においては、実習関連科目など評価が「合」となるものは除く。 
  

本学で算出し、学生に公表する GPA は、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標として

の「学期 GPA」、当該年度における同指標としての「年度 GPA」、並びに在学中の全期間における指

標としての「累積 GPA」に区分される。 
各 GPA の算出する計算方法は以下のとおりとし、計算値は小数点第 2 位以下を切り捨てるものと
する。 
・学期 GPA＝(当該学期に評価を受けた各授業科目の GP×当該科目の単位数)の総和／当該学期に

評価を受けた授業科目の総単位数 
・年度 GPA＝(当該年度に評価を受けた各授業科目の GP×当該科目の単位数)の総和／当該年度に

評価を受けた授業科目の総単位数 
・累積 GPA＝(在学全期間評価を受けた科目の GP×当該科目の単位数)の総和／在学全期間に評価

を受けた授業科目の総単位数 
 

【客観的な指標の適切な実施状況】 
○本学における GPAの活用について 

本学において GPA は、一人ひとりの学生が GPA 結果の理解を通じて、自己の学習成果を振り返る
ために活用している。また、成績不振者に対する個別の履修指導に利用するとともに、修了時にお
ける学長表彰の対象者を選定基準としても活用する。 

○GPAの対象となる授業科目 
下記に示した対象外科目以外の全授業科目を対象とする。 
なお、不可(GP＝0)の判定を得た場合、当該 GP及びその学修に費やした単位数は、GPA算定対象に
含まれる。ここには履修登録は行ったものの実際には受講しなかった科目も含まれる。尚、下記の
科目群は、素点や 5段階の標語による評価を行っていないため GPA算出の対象外科目とする 
※教育実習（幼）、教育実習指導（幼）、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、オース 

トラリア海外研修、基礎演習 
また「履修の取り下げ」について学内規程を整備し、入学時に「履修要覧」にて制度の概要につい
て説明している。履修登録した授業科目を取り下げる場合、定められた期間に所定の手続に則り許
可された場合、GPA算定から除外することとしている。 

○再履修科目の成績 
再履修により単位を修得した授業科目については、再履修によって得た評価と単位を GPA 算定に
算入する。ただし、当該科目について過去に得た評価及び単位数は GPA算定から除外しない。 
ただし、過去の各 GPAを遡って変更することはない。 

○GPAの通知 

GPA については、各期における成績発表時に学期 GPA および累積 GPA を書面において公表してい

る。また、後期においては年度 GPAも併せて通知している。尚、GPAについては入学時に「履修要

覧」において制度の概要と各学期での公表について説明し、前期成績発表時に書面において本学に

おける GPAの取り扱い等についての文書を配布し、その意義についての周知を図っている。 

○成績評価にかかわる疑問への対応 

成績評価の瑕疵担保や学生への説明責任を果たし、GPA の算出を適切なものとするために、「成績

評価にかかわる疑問」への対応について様式や取扱いの流れを定め、入学時に「履修要覧」におい

て概要を説明している。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.tokiwakai.ac.jp/files/gpa2.pdf 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/gpa2.pdf?20220520


  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 
【卒業の認定に関する方針の具体的な内容】 

○本学の卒業認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の具体的内容は下記の通りであ

り、『学生便覧』・『履修要覧』・入試ガイド・ウェブサイト等において、広く教職員・学生・

社会に公表している。 

 《常磐会短期大学ディプロマ・ポリシー》 

本学の教育方針に基づき、本学の定める授業科目及び所定の単位数を修得し、次のよ

うな資質を備えた学生に対して、卒業を認定し短期大学士の学位を授与します。 

１．社会生活に必要な知識を身につけ、理解している。 

２．自己・他者・社会への関心を持ち、教養を備えた人間として、生涯を通じて学び

続ける姿勢と、社会・環境に働きかける意欲を持つ。 

３．自ら、あるいは他者との協同の上で設定した課題について、学問領域の研究方法

を用いて、分析し考察することができる。 

４．体得した技術・技能を用いて、口頭あるいは文章によって論理的に表現すること

ができる。 

５．人権感覚を身につけ、自らの義務を着実に果たし、知識や能力を活かして、社会

に貢献できる。 

 

【卒業の認定に関する方針の適切な実施状況】 

○本学の卒業の認定に関する方針は、下記の要件と卒業判定の手続に則って実施している。 

①「学則」（第 3章 教育課程及び履修方法、第 4章 課程修了の認定、別表第１-１ 教

育課程）における規程（『学生便覧』掲載）。 

②「学位規程」に定める規程（『学生便覧』掲載）。 

③上記に基づく卒業要件を示した表と学科目配当表（『履修要覧』掲載） 

④卒業認定準備会（教務部） 

３月初旬に教務部長が招集し、教学課作成の「認定会議資料（案）」及び「修得単位認

定資料（案）」について、教務部教員と教学課事務職員が事前確認を行う。 

⑤卒業認定教授会（全専任教員） 

卒業認定準備会を経て、「認定会議資料」「修得単位認定資料」について、全専任教員

で構成される教授会で審議する。「認定会議資料」は「入学者数・退学者数・除籍者数・

在籍者数・卒業認定保留者数・卒業延期者数」をクラス及び入学年度毎に確認した後、

「卒業者数」を確認する。「修得単位認定資料」は、卒業年次を迎える全学生について、

学生毎に修得単位種別、修得単位数が記載され、各学生が卒業要件を満たしているか

否かを個別に確認する。 

 

これらの審議を経て、各学生の卒業及び修得単位の認定を判定する。また、この際、幼稚園

教諭二種免許状取得の可否、指定保育士養成施設における必要単位の取得を認定する。こ

の認定にあたっては、科目等履修生に対する単位認定も併せて実施する。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.tokiwakai.ac.jp/files/sotsugyonintei.pdf 

 

  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/sotsugyonintei.pdf?2021062301


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 常磐会短期大学 

設置者名 学校法人 常磐会学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

収支計算書又は損益計算書 https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

財産目録 https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

事業報告書 https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

監事による監査報告（書） https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/evaluation 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial
https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/evaluation


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名  

教育研究上の目的（公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy） 

（概要）豊かな情操、高い知性と教養を身につけた女性の育成と、併せて保育者としての資質を高めること。生きる

ことの大切さと生きることの喜びをすべての人びとと共有できる豊かな感性と、子どもたちの健全な心身の発達を支

援するために必要な確かな知識を身につけた専門的職業人の養成に資する教育研究を行う。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy） 

（概要）本学の教育方針に基づき、本学の定める授業科目及び所定の単位数を修得し、次のような資質を備えた学生

に対して、卒業を認定し短期大学士の学位を授与する。 

１．社会生活に必要な知識を身につけ、理解している。 

２．自己・他者・社会への関心を持ち、教養を備えた人間として、生涯を通じて学び続ける姿勢と、社会・環境に

働きかける意欲を持つ。 

３．自ら、あるいは他者との協同の上で設定した課題について、学問領域の研究方法を用いて、分析し考察するこ

とができる。 

４．体得した技術・技能を用いて、口頭あるいは文章によって論理的に表現することができる。 

５．人権感覚を身につけ、自らの義務を着実に果たし、知識や能力を活かして、社会に貢献できる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/faculty/curriculum） 

（概要） 

人権 市民として、保育・教育・福祉に携わる者として求められる人権力の育成を目

的とした科目を置く。 

リテラシー 言葉や情報技術を用いてコミュニケーションや情報発信ができる力の育成を目

的とした科目を置く。 

保育･教育･福祉の理念 保育・教育・福祉の基本概念と理念を理解することを目的とした科目を置く。 

保育･教育･福祉の実践Ａ 保育・教育・福祉の方法の基礎を身につけ、自ら実践する力の育成を目的とし

た科目を置く。 

保育･教育･福祉の実践Ｂ 保育・教育・福祉の対象に即した援助の方法を理解し、実践できる力の育成を

目的とした科目を置く。 

心と体 子どもの心身のありようと発達を理解し、適切な関わりを身につけることを目

的とした科目を置く。 

保育内容とカリキュラム

マネジメント 

保育内容についての知見を深めるとともに、乳幼児期にふさわしい保育を組み

立て、適切な関わりができる力の育成を目的とした科目を置く。 

表現と運動 豊かな実技力と運動能力を身につけ、子どもの表現活動・運動への指導・援助

ができる力の育成を目的とした科目を置く。 
 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy） 
（概要）本学は、豊かな情操を具え、高い知性と教養を身につけ、保育者としての高い資質を有する人材の育成を教

育目的としています。従って、次のような姿勢で修学できる学生を求めています。 

１．本学の教育目的を理解し、教育課程に沿って学習に励み、自己研鑽に努めることができる。 

２．ひとに対して思いをめぐらせることができる心をもち、保育者としての責任と使命感をもって乳幼児の心身の

健やかな成長を扶けることを目的としていること。 

３．社会の一員であることを自覚し、その責任を果たすために、幅広い教養やコミュニケーション能力な 

どの基礎能力と保育者としての専門的知識・能力を培うことができる。 

４．本学の修学に必要な高等学校等における基礎的な学力を有していること。 

また、保育者としての専門的な技能として、音楽（歌唱、演奏）表現・造形表現・身体（運動）表現の習熟に

必要な基礎的な知識・技能を備えていること。 

５．修学に支障をきたさないように健康管理ができること。 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/files/organizationchart.pdf 

  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy
https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy
https://www.tokiwakai.ac.jp/faculty/curriculum
https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy
https://www.tokiwakai.ac.jp/files/organizationchart.pdf?20220520


  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1人 － 1人 

幼児教育科 － 6人 9人 4人 0人 0人 19人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 48人 48人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/Researcher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

幼児教育科 200人 125人 62％ 400人 303人 75％ 0人 0人 

合計 200人 125人 62％ 400人 303人 75％ 0人 0人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

幼児教育科 
150人 

（100％） 

1人 

（ 0.7％） 

137人 

（ 91.3％） 

12人 

（ 8％） 

合計 
150人 

（100％） 

1人 

（ 0.7％） 

137人 

（ 91.3％） 

12人 

（ 8％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

  

https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/Researcher/


  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要）本学のシラバスは、全科目において共通して下記の項目を記載しており、近年の教学 
改革において公表が求められている項目を網羅している。 
授業科目名、科目番号、単位数、担当教員名、担当形態、科目区分（卒業・幼稚園教諭二種

免許状・保育士資格の各カリキュラムにおける区分）、施行規則に定める科目区分又は事項
等、年次、授業形態、（卒業・幼稚園教諭二種免許状・保育士資格における）必修・選択必
修・選択の別、アクティブラーニングの有無、対応する主なディプロマポリシー番号、授業概
要、到達目標、担当教員の実務経験と授業の関連（該当科目のみ）、準備学習、教科書、参考
書／資料、評価方法、授業計画…回数・テーマ・学習内容・学習課題（予習／復習）の内容と
時間・定期試験実施の有無。 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 
○GPA の設定 
本学においては、学生の成績評価の客観的な指標として GPAを設定している。GPA の公表によ

って、学生個人が自分の成績が学年でどのあたりの分布に属するかを確認し、今後の学習活動に

活かしている。本学において GPA は、一人ひとりの学生が GPA 結果の理解を通じて自己の学習

成果を振り返るために活用している。また、成績不振者に対する個別の履修指導に利用するとと

もに、終了時における学長表彰の対象者の選定の基準としても活用する。 

○本学の卒業の認定に関する方針 

具体的内容は下記の通りであり、『学生便覧』・『履修要覧』・入試ガイド・ウェブサイト等 

において、広く教職員・学生・社会に公表している。 

本学の教育方針に基づき、本学の定める授業科目及び所定の単位数を修得し、次のような資質

を備えた学生に対して、卒業を認定し短期大学士の学位を授与します。 
１．社会生活に必要な知識を身につけ、理解している。 

２．自己・他者・社会への関心を持ち、教養を備えた人間として、生涯を通じて学び続ける姿勢と、 

社会・環境に働きかける意欲を持つ。 

３．自ら、あるいは他者との協同の上で設定した課題について、学問領域の研究方法を用いて、分析し 

考察することができる。 

４．体得した技術・技能を用いて、口頭あるいは文章によって論理的に表現することができる。 

５．人権感覚を身につけ、自らの義務を着実に果たし、知識や能力を活かして、社会に貢献できる。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 幼児教育科 62単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/campusmap 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/campusmap


  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 

幼児教育

科（2年コ

ース） 

660,000円 300,000円 441,000円 

その他内訳：施設費､教育充実

費､教育実習料 

※居住地､成績等により入学金

減免制度､成績等により授業料

減免制度あり 

幼児教育

科（3年コ

ース） 

440,000円 300,000円 307,700円 

その他内訳：施設費､教育充実

費､教育実習料 

※居住地､成績等により入学金

減免制度､成績等により授業料

減免制度あり 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

クラス替えなしに 2年間（長期履修制度を利用する学生は 3年間）を過ごすクラス制を採用。 

担任またはチューター教員が、学生の個性や状況などを理解した上で指導している。担任また

はチューター教員とクラス全員が集まるホームルームや個別面談をはじめ、履修、授業や実習、

就職活動のことなど、なんでも気軽に相談しやすい環境を作っている。 

実習指導部を現場経験のある複数の教員で編成し、学生一人一人が安心して実習に取り組む

ことができるように、その経験や実績を生かしながら実践的な指導を行っている。また、実

習がより充実したものになるように、現職の先生方を講師に招き、最前線の教育・保育・福

祉の現状を学んで実習に備えている。実習後には今後の課題を明確にするために話し合いの

機会をもち、実習での学びと授業での学び、相互の積み重ねを行っている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

進路支援センターを設置し、職業安定法に基づいて学生の就職指導と斡旋を行っている。 

就職を希望する学生が、自分の目指す職業に就けるように親身になって助言や指導を行う。 

幼稚園・保育所・こども園・施設や一般企業の情報、先輩の残した受験報告書など試験対策の

参考資料を閲覧できる。 

１回生から進路の選択及び就職に向けての事前活動としてガイダンスを行っている。ガイダ

ンスにより卒業後の進路についてじっくりと考えてみる機会をつくるとともに、希望者には

基礎学力アップのための講座も開催している。また、履歴書の書き方指導や履歴書用の写真

撮影、１回生の春季休暇に学生個人面談を行い、一人ひとりの考えや希望を聞き、学生への

理解を深め、就職指導に役立てている。受験にあたってはその都度個々の相談を受け、受験

指導や面接に関するアドバイスを行う。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

保健センターを設置し、保健専門職員が常駐。春の定期健康診断や、実習前の健康チェック・

面談のほか、学内でのケガや体調が悪くなったときの救急処置や、身体と心の健康に関する相

談、学生生活をより健康に過ごすための健康づくりの啓発などを行う。 

学生相談室を設置し、心の専門家である臨床心理士・相談員の教員が学生生活に対する不

安、日常生活や人間関係の悩みなどについて相談に応じている。その他、「あじさいルー

ム」という名称の部屋をカウンセラー常駐で設置し、昼休みなどの居場所やカウンセラー・

教員への相談場所として活用している。 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/educational 
 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/educational


（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

128人

後半期

63人

43人

―人

―人

学校名

設置者名

常磐会短期大学

学校法人常磐会学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

65人

40人第Ⅰ区分

学校コード F227310108482

（備考）

内
訳

―人

―人

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

128人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人 0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計 0人 0人

0人 0人

0人 0人

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

0人 0人

0人 0人

（備考）

（備考）



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

計 17人 ―人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人 0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

17人 ―人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（備考）


